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１５．交通事故発生状況の推移（平成元～平成１９年）
１６．交通事故死者数の月別推移

２１７

１５．交通事故発生状況の推移（平成元～平成１９年）

１６．交通事故死者数の月別推移

発生件数（件） 死亡事故（件） 負傷者数（人） 死者数（人）
指数 指数 指数 指数

平成元年 ６６１，３６３ ９２ １０，５７０ ６７ ８１４，８３２ ８３ １１，０８６ ６６
２ ６４３，０９７ ９０ １０，６５１ ６７ ７９０，２９５ ８１ １１，２２７ ６７
３ ６６２，３８８ ９２ １０，５４７ ６７ ８１０，２４５ ８３ １１，１０５ ６６
４ ６９５，３４５ ９７ １０，８９１ ６９ ８４４，００３ ８６ １１，４５１ ６８
５ ７２４，６７５ １０１ １０，３９５ ６６ ８７８，６３３ ９０ １０，９４２ ６５
６ ７２９，４５７ １０２ １０，１５４ ６４ ８８１，７２３ ９０ １０，６４９ ６４
７ ７６１，７８９ １０６ １０，２２７ ６５ ９２２，６７７ ９４ １０，６７９ ６４
８ ７７１，０８４ １０７ ９，５１７ ６０ ９４２，２０３ ９６ ９，９４２ ５９
９ ７８０，３９９ １０９ ９，２２０ ５８ ９５８，９２５ ９８ ９，６４０ ５８
１０ ８０３，８７８ １１２ ８，７９７ ５６ ９９０，６７５ １０１ ９，２１１ ５５
１１ ８５０，３６３ １１８ ８，６８１ ５５ １，０５０，３９７ １０７ ９，００６ ５４
１２ ９３１，９３４ １３０ ８，７０７ ５５ １，１５５，６９７ １１８ ９，０６６ ５４
１３ ９４７，１６９ １３２ ８，４１４ ５３ １，１８０，９５５ １２０ ８，７４７ ５２
１４ ９３６，７２１ １３０ ７，９９３ ５１ １，１６７，８５５ １１９ ８，３２６ ５０
１５ ９４７，９９３ １３２ ７，４５６ ４７ １，１８１，４３１ １２０ ７，７０２ ４６
１６ ９５２，１９１ １３３ ７，０８４ ４５ １，１８３，１２０ １２１ ７，３５８ ４４
１７ ９３３，８２８ １３０ ６，６２５ ４２ １，１５６，６３３ １１８ ６，８７１ ４１
１８ ８８６，８６４ １２４ ６，１４７ ３９ １，０９８，１９９ １１２ ６，３５２ ３８
１９ ８３２，４５４ １１６ ５，５８７ ３５ １，０３４，４４５ １０５ ５，７４４ ３４

年次

死者

発生月

平成１７年 平成１８年 平成１９年

３０日以内死者 ３０日以内死者 ３０日以内死者

（人） 比 率 ２４時間死者 ３０日死者 （人） 比 率 ２４時間死者 ３０日死者 （人） 比 率 ２４時間死者 ３０日死者
１月 ６１６ １．１ ５５８ ５８ ６０６ １．１ ５２９ ７７ ５６１ １．１ ４９１ ７０
２月 ５５４ １．２ ４６９ ８５ ４８９ １．２ ４２４ ６５ ５１９ １．２ ４４８ ７１
３月 ６４２ １．１ ５７２ ７０ ６１４ １．１ ５４８ ６６ ５２３ １．２ ４４９ ７４
４月 ５９７ １．１ ５２４ ７３ ５４８ １．１ ４８４ ６４ ４８３ １．２ ４２０ ６３
５月 ５８０ １．２ ４９５ ８５ ５３４ １．１ ４７１ ６３ ４８４ １．１ ４２６ ５８
６月 ５７４ １．１ ５０６ ６８ ５４２ １．２ ４６６ ７６ ４８３ １．２ ４２０ ６３
７月 ６６３ １．１ ５８１ ８２ ５９９ １．１ ５２４ ７５ ５４１ １．２ ４７０ ７１
８月 ７３１ １．２ ６１０ １２１ ６４８ １．２ ５６３ ８５ ５９３ １．１ ５２３ ７０
９月 ７２４ １．２ ６２９ ９５ ５７９ １．１ ５０４ ７５ ５５６ １．２ ４７３ ８３
１０月 ７２２ １．２ ６０５ １１７ ６４３ １．２ ５４７ ９６ ６２９ １．１ ５４７ ８２
１１月 ７５７ １．２ ６５１ １０６ ７３０ １．１ ６４４ ８６ ６０６ １．２ ５０７ ９９
１２月 ７７１ １．１ ６７１ １００ ７４０ １．１ ６４８ ９２ ６６１ １．２ ５７０ ９１
合 計 ７，９３１ １．２ ６，８７１ １，０６０ ７，２７２ １．１ ６，３５２ ９２０ ６，６３９ １．２ ５，７４４ ８９５

１４．罪種別 被害者の世帯構成別 認知件数（平成１９年）

注１ 指数は、発生件数７１８，０８０件、死亡事故１５，８０１件、負傷者数９８１，０９６件、死者数１６，７６５件であった昭和４５年を１００とした値である。

注１ 「３０日以内死者」とは、「２４時間死者」と「３０日死者」の合計で、交通事故発生から３０日以内に死亡した人をいう。
２ 「２４時間死者」とは、交通事故発生から２４時間以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。
３ 「３０日死者」とは、交通事故発生から２４時間経過後３０日以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。
４ 比率とは、「３０日以内死者数」の「２４時間死者数」に対する比率で、「３０日以内死者数」を「２４時間死者数」で除したものである。
５ 各月の「３０日死者数」は、その月に発生した交通事故により２４時間経過後３０日以内に死亡した人の数である。


